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運
輸
施
設
整
備
事
業
団
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
参
照
条
文

○
運
輸
施
設
整
備
事
業
団
法
（
平
成
九
年
六
月
十
三
日
法
律
第
八
十
三
号
）

（
業
務
の
範
囲
等
）

第
二
十
条

事
業
団
は
、
第
一
条
第
一
項
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一
・
二

（
略
）

三

主
要
幹
線
鉄
道
又
は
都
市
鉄
道
に
係
る
鉄
道
施
設
の
建
設
又
は
政
令
で
定
め
る
大
規
模
な
改
良
に
関
す
る
事
業
を
行
う
日
本
鉄
道
建
設
公
団
（
当

該
事
業
に
つ
き
、
日
本
鉄
道
建
設
公
団
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
三
号
）
第
二
十
二
条
第
二
項
の
国
土
交
通
大
臣
の
指
示
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る

。
次
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
帝
都
高
速
度
交
通
営
団
に
対
し
、
当
該
事
業
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
の
一
部
を
無
利
子
で
貸
し
付

け
る
こ
と
。

四
～
十
七

（
略
）

２
～
８

（
略
）

９

第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
償
還
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
略
）

10○
大
都
市
地
域
に
お
け
る
宅
地
開
発
及
び
鉄
道
整
備
の
一
体
的
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
元
年
六
月
二
十
八
日
法
律
第
六
十
一
号
）

（
対
象
と
な
る
鉄
道
及
び
地
域
）

第
三
条

こ
の
法
律
に
よ
る
特
別
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
鉄
道
及
び
地
域
に
つ
い
て
講
じ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

一

鉄
道

著
し
い
住
宅
地
需
要
が
存
す
る
大
都
市
地
域
に
お
い
て
、
大
都
市
の
近
郊
と
都
心
の
区
域
を
連
絡
す
る
も
の
と
し
て
新
た
に
整
備
さ
れ
る

大
規
模
な
鉄
道
で
あ
っ
て
、
当
該
鉄
道
の
整
備
に
よ
り
大
量
の
住
宅
地
の
供
給
が
促
進
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

二

（
略
）

（
基
本
計
画
）

第
四
条

都
府
県
は
、
前
条
に
掲
げ
る
鉄
道
及
び
地
域
に
つ
い
て
、
当
該
地
域
に
お
け
る
宅
地
開
発
及
び
当
該
鉄
道
の
整
備
の
一
体
的
推
進
に
関
す
る
基

本
計
画
（
以
下
「
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

都
府
県
は
、
基
本
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
総
務
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
。

３

基
本
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
鉄
道
と
し
て
整
備
す
る
鉄
道
（
以
下
「
特
定
鉄
道
」
と
い
う
。
）
の
計
画
路
線
及
び
駅
の
位
置
の
概
要

二
～
七

（
略
）

４
～
６

（
略
）

７

総
務
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
は
、
基
本
計
画
に
定
め
る
第
三
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
総
務
大
臣
が
第
一
号
及

び
第
六
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
、
並
び
に
基
本
計
画
に
定
め
る
同
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

国
土
交
通
大
臣
が
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
基
本
計
画
に
同
意
を
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
路
線
が
二
以
上
の
都
府
県
の
区
域
に
わ
た
る
特
定
鉄
道
に
係
る
基
本
計
画
に
対
す
る
同
意
は
、
同
時
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

８
・
９

（
略
）

（
特
定
鉄
道
事
業
に
係
る
許
可
の
申
請
）

第
六
条

特
定
鉄
道
事
業
を
経
営
し
よ
う
と
す
る
者
が
当
該
特
定
鉄
道
事
業
に
つ
い
て
鉄
道
事
業
法
第
三
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
を
行
う
場
合
に
は
、

そ
の
申
請
書
は
、
当
該
特
定
鉄
道
に
係
る
第
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
得
た
基
本
計
画
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
同
意
が
あ
っ

た
と
き
は
、
変
更
後
の
も
の
。
以
下
「
同
意
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
に
従
っ
た
内
容
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
監
視
区
域
の
指
定
等
）

第
九
条

（
略
）

２

同
意
重
点
地
域
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
に
お
い
て
、
同
意
基
本
計
画
に
定
め
る
特
定
鉄
道
（
以
下
「
同
意
特
定
鉄
道
」
と
い
う
。
）
が
整
備
さ
れ
る

ま
で
の
間
、
国
土
利
用
計
画
法
第
二
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
監
視
区
域
を
指
定
す
る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
五
年
以
内
」
と
あ
る
の
は
、
「
同
意
基
本
計
画
に
定
め
る
特
定
鉄
道
の
整
備
の
目
標
年

次
を
勘
案
し
て
必
要
な
期
間
（
そ
の
期
間
が
十
年
を
超
え
る
場
合
に
は
、
十
年
と
す
る
。
）
」
と
す
る
。


